
2025 年（令和 7 年）度 

手 話 通 訳 者 派 遣 単 価 表 

公益社団法人大阪聴力障害者協会 

大阪ろうあ会館 

 ○手話通訳者派遣料【非課税事業】 

  【基本派遣料】 

    ・手話通訳者１名あたり２時間まで８,０００円。（交通費等を含む） 

２時間を超過する場合は３０分毎に１名あたり２,０００円の加算。 

    ・派遣調整料として１件あたり３,０００円。 

  （基本派遣料 参考） 

   時  間 単 価 明 細 調整料 派遣人数 

 ～３０分 ８,０００  

 ２時間までを 

  基本時間とします 

 

３,０００ １～２名対応 

 ～１時間 ８,０００ ３,０００  

２名対応 

 

 ～１時間３０分 ８,０００ ３,０００ 

 ～２時間 ８,０００ ３,０００ 

 ～２時間３０分 １０,０００    @4,000×2.5    ３,０００  

３名以上で対応 

 

 ～３時間 １２,０００    @4,000×3.0    ３,０００ 

 ～３時間３０分 １４,０００    @4,000×3.5    ３,０００ 

 

   【録画映像の二次利用時の派遣料（視聴者が限定されている場合に限る）】 

    ・手話通訳者１名あたり２時間まで１６,０００円。（交通費等を含む） 

２時間を超過する場合は３０分毎に１名あたり４,０００円の加算。 

    ・派遣調整料として１件あたり３,０００円。 

 

   【オンライン配信の派遣料（視聴者が限定されていない配信）】 

・手話通訳者１名あたり１時間まで４０,０００円。（交通費等を含む） 

１時間を超過する場合は３０分毎に１名あたり２０,０００円の加算。 

    ・派遣調整料として１件あたり３,０００円。 

 

※調整料は 1件につき１回請求いたします。 

同日に複数の依頼がある場合は、内容により判断させていただきます。 

 



○キャンセル料について 

 依頼者都合での、派遣日の前日または当日のキャンセルはキャンセル料をいただきます。 

～２日前 前日（※前営業日） 当日 

不要 
手話通訳者１名あたり 

４,０００円 

手話通訳者１名あたり 

８,０００円 

※前日が閉館日（日、祝日及び夏季休暇、年末年始）の場合はその前営業日。 

※台風等の自然災害を理由としたキャンセル料は発生しませんが、通訳者が自宅を出発した後 

に中止となった場合は一人あたり 4,000 円を申し受けます。 

 
 
 
下記、必ずご確認ください。 

 
 

⚫ 手話通訳する時間や内容によって、手話通訳者の人数を算出します。表面の派遣人数は

あくまで参考です。 

⚫ 手話通訳者は、１５分～２０分で交替し、待機中に心身を休め次の通訳に備えます。 

⚫ 手話通訳者は、手話通訳の事前準備のため、通訳依頼(開始)時間の１５分前には待ち合

わせ場所に到着いたします。（請求対象外） 

但し、打ち合わせのご希望など、依頼者から通訳依頼（開始）時間１５分以上前の到着

時間の指定があれば待ち合わせ時間から通訳開始までの時間分が請求対象となります。 

⚫ 通訳時間を延長する場合は、当日であっても延長が見込まれた時点で大阪ろうあ会館に

ご連絡ください。 

終了予定時間を１０分以上超過する場合には、延長料金として３０分単位（見積金額を

問わず）で手話通訳者の人数分の料金を申し受けます。 

⚫ テレビ収録や映像作成等は手話通訳者の派遣料金が異なります。担当者にご確認くださ

い。映像の内容(利用目的・活用場所・使用期間)や時間により、ご相談させていただき

ます。また、記録のために手話通訳を撮る際も、事前に必ずご連絡ください。 

 

〒540―0004 大阪市中央区玉造 2－16－８ 玉造井上ビル４階 

電話：０６－６７４８－０３８０ ＦＡＸ：０６－６７４８－０３８３ 


